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(57)【要約】
【課題】乗車前にプレ空調を確実に行うことを目的とす
る。
【解決手段】制御・操作部によって設定した出発時間か
ら充電時間及びプレ空調時間を演算し（１０８）、充電
時間及びプレ空調時間を設定する（１１０）。そして、
充電開始時間になったところで充電を開始し（１１２～
１１６）、プレ空調に必要な充電量かつプレ空調開始ト
リガを検知した場合（例えば、施錠検知した場合）に、
プレ空調を開始するように制御する（１１８～１２８）
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室内を乗車前に空調するプレ空調機能を備えた空調装置及び走行用の電力を蓄電する
蓄電池を備えた自動車と通信を行う通信手段と、
　前記通信手段による通信に基づいて、前記蓄電池の充電量を求めて前記蓄電池を充電す
るための電力を建物から前記自動車に供給して前記蓄電池を充電する充電手段と、
　建物の開口部の施錠または施錠準備を検知する検知手段と、
　前記通信手段による前記通信を利用して、前記検知手段の検知結果に基づいて、施錠ま
たは施錠準備が検知された場合に、前記プレ空調機能の動作を開始するように前記空調装
置を制御する制御手段と、
　を備えたプレ空調システム。
【請求項２】
　建物に設けられ、前記プレ空調機能の作動開始スケジュールの設定が可能とされて、前
記プレ空調機能の作動開始のトリガを前記作動開始スケジュールまたは前記検知手段の検
知結果に選択設定するための設定手段を更に備え、前記制御手段が、前記設定手段によっ
て設定された前記トリガに基づいて、前記プレ空調機能の動作を開始するように前記空調
装置を更に制御する請求項１に記載のプレ空調システム。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記空調装置を制御する際に、前記自動車または建物に設けられて外
気温を検出する温度検出手段によって検出された外気温が第１の所定温度より高いときは
冷房として機能し、第２の所定温度より低いときは暖房として機能するように更に制御す
る請求項１又は請求項２に記載のプレ空調システム。
【請求項４】
　建物内のキッチン機器への通電を検出する通電検出手段を更に備え、
　前記通電検出手段の検出結果に基づいて、通電が検出された場合に、前記プレ空調機能
の動作を開始するように前記空調装置を更に制御する請求項１～３の何れか１項に記載の
プレ空調システム。
【請求項５】
　建物の住人の外出準備を検出する外出準備検出手段を更に備え、
　前記外出準備検出手段の検出結果に基づいて、前記外出準備が検出された場合に、前記
プレ空調機能の動作を開始するように前記空調装置を更に制御する請求項１～３の何れか
１項に記載のプレ空調システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記蓄電池の蓄電量が所定値以上に達しない場合に、前記プレ空調機
能の動作開始を禁止する請求項１～５の何れか１項に記載のプレ空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレ空調システムにかかり、特に、自動車に搭載された蓄電池を建物からの
電力供給によって充電すると共に、車室内を事前に空調する機能を有するプレ空調システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車には、車室内を空調する車両用空調装置が設けられており、車室内が快
適な空調状態に維持されるようになっている。また、乗員からのリモコン等を用いた指示
やタイマ設定等により、予め設定された運転方法で乗員が乗車する前に車室内を予め空調
する、所謂プレ空調を行う車両空調装置も提案されている。
【０００３】
　また、地球温暖化を防止するためにＣＯ２削減等を目的として、蓄電池を搭載してエン
ジンとモータを動力源としたハイブリッド自動車が多く普及してきていると共に、蓄電池



(3) JP 2012-11907 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

を搭載した電気自動車に関しても注目を集め始めており、このような自動車に搭載された
蓄電池を住宅から電力によって充電する技術が提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載の技術では、複数台の車両と外部電源とが結合されたときの
蓄電池の蓄電状態を検出すると共に、複数台の車両の各々について予測消費電力量を検出
して、各車両について、検出された蓄電状態と予測消費電力量とに基づいて必要な充電電
力量を算出し、各車両の使用開始時刻を検出して、必要充電量と使用開始時刻から各車両
の充電時間と充電電力量についての充電スケジュールを決定して充電を制御することが提
案されている。また、特許文献１に記載の技術では、乗車予定時刻より前に、タイマーな
どによって車両用空調装置を作動させてプレ空調を行うことが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１３４４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、タイマーなどによってプレ空調を開始す
るようにしているため、スケジュール通りに車両を使用しない場合には、プレ空調を行う
ことができず、改善の余地がある。
【０００７】
　本発明は、上記事実を考慮して成されたもので、乗車前にプレ空調を確実に行うことを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、車室内を乗車前に空調するプレ空
調機能を備えた空調装置及び走行用の電力を蓄電する蓄電池を備えた自動車と通信を行う
通信手段と、前記通信手段による通信に基づいて、前記蓄電池の充電量を求めて前記蓄電
池を充電するための電力を建物から前記自動車に供給して前記蓄電池を充電する充電手段
と、建物の開口部の施錠または施錠準備を検知する検知手段と、前記通信手段による前記
通信を利用して、前記検知手段の検知結果に基づいて、施錠または施錠準備が検知された
場合に、前記プレ空調機能の動作を開始するように前記空調装置を制御する制御手段と、
を備えることを特徴としている。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、通信手段では、自動車と通信が行われる。自動車は、
車室内を乗車前に空調するプレ空調機能を備えた空調装置が設けられていると共に、走行
用の電力を蓄電する蓄電池を備えており、例えば、自動車としては、電気自動車やハイブ
リッド自動車等を適用することができる。
【００１０】
　充電手段では、通信手段による通信に基づいて、蓄電池の充電量を求めて建物から自動
車に電力を供給して蓄電池の充電が行われる。例えば、通信手段によって蓄電池の蓄電量
を建物側で取得し、予め設定された自動車の使用日時から充電スケジュールを求めて出発
前に蓄電池の充電を完了するように制御するもの等を適用することができる。
【００１１】
　また、検知手段では、建物の玄関などの開口部の施錠または施錠準備が検知される。す
なわち、検知手段によって玄関などの開口部の施錠または施錠準備が検知された場合には
、住人が自動車を使用するものと判断できる。
【００１２】
　そして、制御手段では、通信手段による通信を利用して、検知手段の検知結果に基づい
て、施錠または施錠準備が検知された場合に、プレ空調機能の動作を開始するように空調
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装置が制御される。すなわち、住人の外出や外出準備を検知した場合にプレ空調機能を動
作開始させることができるので、スケジュール通りに自動車を使用しない場合でも、乗車
前にプレ空調を確実に行うことができる。
【００１３】
　なお、請求項２に記載の発明のように、建物の設けられ、プレ空調機能の作動開始スケ
ジュールの設定が可能とされて、プレ空調機能の作動開始のトリガを作動開始スケジュー
ルまたは検知手段の検知結果に選択設定するための設定手段を更に備えて、制御手段が、
設定手段によって設定されたトリガに基づいて、プレ空調機能の動作を開始するように空
調装置を更に制御するようにしてもよい。すなわち、施錠または施錠準備以外に、設定手
段によって設定したスケジュールに従ってプレ空調開始できるようにしてもよい。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明のように、制御手段が、空調装置を制御する際に、自動車
または建物に設けられて外気温を検出する温度検出手段によって検出された外気温が第１
の所定温度より高いときは冷房として機能し、第２の所定温度より低いときは暖房として
機能するように更に制御するようにしてもよい。すなわち、外気温に応じて冷房か暖房を
自動的に切り換えることによって、プレ空調機能を作動させた際に、車室内を快適な温度
にすることができる。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明のように、建物内のキッチン機器への通電を検出する通電
検出手段を更に備えて、制御手段が、通電検出手段の検出結果に基づいて、通電が検出さ
れた場合に、プレ空調機能の動作を開始するように空調装置を更に制御するようにしても
よい。すなわち、キッチン機器への通電は、例えば、朝食の準備等で行われると考えられ
るので、朝食の準備をキッチン機器への通電によって検出して、通電を検出してから予め
定めた時間後にプレ空調機能を動作開始することによっても乗車前にプレ空調を確実に行
うことが可能となる。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明のように、建物の住人の外出準備を検出する外出準備検出
手段を更に備えて、制御手段が、外出準備検出手段の検出結果に基づいて、外出準備が検
出された場合に、プレ空調機能の動作を開始するように空調装置を更に制御するようにし
てもよい。
【００１７】
　なお、制御手段は、請求項６に記載の発明のように、蓄電池の蓄電量が所定値以上に達
しない場合に、プレ空調機能の動作開始を禁止するようにしてもよい。換言すれば、蓄電
池の蓄電量が所定値以上に達したときから、プレ空調機能の動作を開始するように空調装
置を制御するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、建物の施錠または施錠準備の検知結果に基づいて
プレ空調機能の動作開始を制御することにより、乗車前にプレ空調を確実に行うことがで
きる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係わるプレ空調システムの概略構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わるプレ空調システムで行われる処理の流れの一例を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係わるプレ空調システムで行われる蓄電池の充電と、プレ
空調のタイミングを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。図１は、本発明の
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実施の形態に係わるプレ空調システムの概略構成を示す図である。なお、図１中の各構成
要素間の点線はデータの流れを示し、実線は電力の流れを示すものとして示す。
【００２１】
　本発明の実施の形態に係わるプレ空調システム１０は、ハイブリッド自動車や電気自動
車等の自動車１２に住宅１４等の建物から電力を供給して自動車１２に搭載された車両蓄
電池３４を充電すると共に、乗車前に自動車１２の空調装置３６を事前に作動させること
によってプレ空調を行う制御を行う。
【００２２】
　住宅１４には、自動車１２の車両蓄電池３４を充電するための電力の供給制御や、プレ
空調を行うための制御等を行うための住宅ＥＣＵ（electric control unit）１６が設け
られている。なお、住宅ＥＣＵ１６は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のマイクロコンピュ
ータから構成されている。
【００２３】
　住宅ＥＣＵ１６には、電力供給部１８、制御・操作部１９、施錠検知センサ２０、外出
準備検出手段２２、住宅通信部２４、及び温度センサ２６が接続されている。
【００２４】
　電力供給部１８には、交流電力を直流電力に変換する電力変換機２８が接続されており
、商用電源からの電力を電力変換機２８へ供給し、電力変換機２８によって交流電力を直
流電力に変換して住宅１４に設けられた蓄電池３０の充電を行う。また、電力供給部１８
には、自動車１２がケーブル３２を介して接続可能とされており、ハイブリッド自動車や
電気自動車等の自動車１２に搭載された車両蓄電池３４の充電が可能とされている。
【００２５】
　また、制御・操作部１９は、操作パネルや表示部を備えており、電力供給部１８に接続
された自動車１２の車両蓄電池３４への充電を行うスケジュールの設定や、自動車１２の
使用スケジュールの設定（例えば、出発日時等）、自動車１２を使用する前に自動車１２
の空調装置３６を作動して車室内を空調するプレ空調を行うか否かの設定等を行うことが
可能とされている。
【００２６】
　施錠検知センサ２０は、住宅１４の玄関等の鍵の施錠状態を検知し、検出結果を住宅Ｅ
ＣＵ１６に出力するようになっている。すなわち、住宅ＥＣＵ１６では、玄関等の鍵が施
錠されたか否かを把握することが可能となり、住人が外出しようとしているか否かを判断
することができる。
【００２７】
　なお、施錠を検知する代わりに施錠準備を検知するようにしてもよい。施錠準備の検知
方法としては、例えば、玄関等の鍵や自動車１２の鍵のホルダを設け、ホルダからの鍵の
取出しを検出するセンサを適用して、当該センサによって鍵が取り出されたことを外出準
備として検出するよにしてもよい。
【００２８】
　外出準備検出手段２２は、住人が外出する準備をしているか否かを検出し、検出結果を
住宅ＥＣＵ１６に出力する。外出準備検出手段２２としては、例えば、ＩＨヒータへ通電
を検出するセンサを適用して、当該センサによってＩＨヒータへの通電を検出してから予
め定めた時間後に外出するものとして外出準備を検出するようにしてもよいし、住宅１４
の電力が予め定めた待機電力になったことを検出するセンサを適用して外出準備を検出す
るようにしてもよい。或いは、その他に外出前に行う動作等を検出するセンサを適用して
外出準備を検出するようにしてもよい。
【００２９】
　また、住宅通信部２４は、自動車１２に設けられた車両通信部４４と通信が可能とされ
、例えば、住宅ＥＣＵ１６が施錠検知センサ２０によって施錠を検出したときや、外出準
備検出手段２２によって外出準備を検出したときに、空調装置３６を作動するためのトリ
ガ信号を出力する。なお、住宅通信部２４は、狭域無線通信（例えば、Bluetooth）、広
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域無線通信（例えば、ＤＣＭ：Data Communication Module等）の各種無線通信を適用し
てもよいし、ＰＬＣ：Power Line Communication等の有線通信を適用してもよいし、有線
通信の場合には、電力供給部１８と自動車１２とを接続するケーブル３２にデータ通信用
のケーブルを設けて有線通信を行うようにしてもよい。
【００３０】
　温度センサ２６は、外気温を検出して検出結果を住宅ＥＣＵ１６に出力し、住宅通信部
２４及び車両通信部４４を介して車両ＥＣＵ（electric control unit）３８に検出結果
を送信する。これにより車両ＥＣＵ３８が空調装置３６を作動する際に暖房として作動す
るか冷房として作動するかを判断する。
【００３１】
　一方、自動車１２は、自動車１２の空調装置３６や車両蓄電池３４への充電を制御する
ための車両ＥＣＵ３８が設けられている。なお、車両ＥＣＵ３８は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、
ＲＡＭ等のマイクロコンピュータから構成されている。
【００３２】
　車両ＥＣＵ３８には、電力変換機４０、充電器４２、空調装置３６、及び車両通信部４
４が接続されている。
【００３３】
　電力変換機４０は、住宅１４の電力供給部１８からケーブル３２を介して供給される交
流電力を直流電力に変換して充電器４２に供給する。
【００３４】
　充電器４２は、電力変換機４０から供給される直流電力を車両蓄電池３４に供給するこ
とにより、車両蓄電池３４を充電する。車両蓄電池３４への充電制御は、車両ＥＣＵ３８
が充電器４２を制御することによって行われ、例えば、車両蓄電池３４の残量に応じて充
電電力を制御したりする。
【００３５】
　空調装置３６は、冷媒が循環する冷媒循環サイクル等を備えて自動車１２の車室内の空
調を行う。空調装置３６は、例えば、電動コンプレッサを備えて、電動コンプレッサによ
って冷媒循環サイクルを循環させることによって冷房を行うことができる。また、冷媒循
環サイクルを冷房とは逆に循環させてヒートポンプとして機能させて暖房を行うようにし
てもよい。或いは、暖房については、電気ヒータ等の発熱手段を別に備えて暖房を行うよ
うにしてもよい。
【００３６】
　なお、車両ＥＣＵ３８の制御によって空調装置３６を作動する際、住宅１４側から住宅
通信部２４及び車両通信部４４を介して送信される温度センサ２６の検出結果が第１の所
定温度より高いときに冷房として作動させ、第２の所定温度より低いとき暖房として作動
させる。また、外気温を住宅１４側から取得するようにしたがこれに限るものではなく、
自動車１２に外気温センサを備える場合には自動車１２に備えた外気温センサから外気温
を取得するようにしてもよい。
【００３７】
　車両通信部４４は、上述したように、住宅通信部２４と通信が可能とされており、例え
ば、住宅１４の施錠情報や、外出準備情報等を住宅１４から取得して、車両ＥＣＵ３８に
出力する。これによって車両ＥＣＵ３８では、住宅１４から取得した情報に基づいて、プ
レ空調の開始制御を行うことできる。
【００３８】
　続いて、上述のように構成された本発明の実施の形態に係わるプレ空調システム１０で
行われる車両蓄電池３４の充電及びプレ空調について詳細に説明する。
【００３９】
　本実施の形態に係わるプレ空調システム１０では、自動車１２の車両蓄電池３４の充電
制御を行うと共に、自動車１２を使用する前に事前に車室内を空調するプレ空調の制御を
行う。
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【００４０】
　車両蓄電池３４の充電制御としては、例えば、制御・操作部１９によって自動車１２を
使用する日時等を予め設定することにより、設定された日時に車両蓄電池３４の充電が完
了するように充電を制御する（スケジュール充電）。例えば、住宅通信部２４及び車両通
信部４４を介して通信を行うことにより車両蓄電池３４の蓄電量を住宅ＥＣＵ１６が取得
することにより充電量を算出して、深夜電力等の電力料金の安い時間帯に車両蓄電池３４
を充電するように制御したり、電力料金の安い時間帯に住宅１４に設けられた蓄電池３０
を充電して、当該蓄電池３０の電力を利用して車両蓄電池３４を充電したりすることによ
って出発前に車両蓄電池３４の充電を完了するように充電を制御する。なお、深夜電力を
利用して住宅１４側の蓄電池３０を充電し、当該蓄電池３０の電力を利用して自動車１２
の車両蓄電池３４を充電するようにしてもよい。
【００４１】
　また、プレ空調の制御としては、例えば、制御・操作部１９によって自動車１２を使用
する日時等のプレ空調開始スケジュールを予め設定することにより、設定された日時の予
め定めた時間前に空調装置３６を作動するように制御して車室内を事前に空調する。この
とき、充電制御と連動してプレ空調制御を行うが、例えば、出発時間の所定時間の１０分
前等に充電が完了して、５分前等にプレ空調が完了するように制御する。
【００４２】
　また、プレ空調を開始するためのトリガとしては、上述のように制御・操作部１９を操
作して予め設定する以外に、本実施の形態では、施錠検知センサ２０によって住宅の鍵の
施錠または施錠準備を検知した場合や、外出準備検出手段２２によって外出準備を検出し
た場合、ＩＨヒータへの電力検知して所定時間した場合等を外出準備検出手段２２が検出
した場合に、プレ空調を開始するようになっている。また、これ以外のプレ空調を開始す
るためのトリガとしては、住宅の空調装置がオフされた場合、照明がオフされた場合、車
両蓄電池３４を充電するためのケーブル３２が引き抜かれた場合等を適用するようにして
もよい。
【００４３】
　また、プレ空調を開始するためのトリガは、制御・操作部１９によって選択可能とされ
ている。
【００４４】
　なお、プレ空調を開始するためのトリガを設定する際には、家族構成や季節によって設
定するようにしてもよい。例えば、家族構成が１人の場合には、施錠検知センサ２０によ
って施錠を検知したときにプレ空調を開始する設定としたり、家族構成が複数かつ全員外
出する場合には、施錠検知センサ２０によって施錠を検知し、かつ住宅１４の電力が予め
定めた待機電力以下になったことを住宅ＥＣＵ１６が検出したときにプレ空調を開始する
設定としたり、家族構成が複数かつ外出しない人がある場合には、玄関等の鍵や自動車１
２の鍵をかけるホルダからの鍵の取出しを検出するセンサを外出準備検出手段２２として
適用して当該センサによって鍵が取り出されときにプレ空調を開始する設定とすることが
できる。また、外出前に食事を行う場合などでは、調理するためのＩＨヒータへ通電を検
出するセンサを外出準備検出手段２２として適用して当該センサによってＩＨヒータの使
用を検出してから予め定めた時間後にプレ空調を開始するようにしてもよい。さらに、季
節に応じてプレ空調時間を変更するようにしてもよい。例えば、春季や秋季よりも夏季や
冬季のプレ空調時間が長くなるように制御するようにしてもよい。
【００４５】
　さらに、車両蓄電池３４の充電とプレ空調を行う場合におけるスケジュール充電とプレ
空調の連動方法としては、電力供給部１８が自動車１２へ供給する電流を測定し、トータ
ル電力量と瞬時電流値から現在の充電状態を把握して、予め定めた規定値になったところ
でプレ空調を開始する方法などが挙げられる。例えば、トータル電力量から充電量が９８
％程度で行われる押し込み充電開始を検出してプレ空調を開始するようにしてもよいし、
充電完了を検出してプレ空調を開始するようにしてもよいし、充電量が９９％かつ押し込



(8) JP 2012-11907 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

み充電開始５分後のプレ空調が最適であるとすると、そのタイミングでプレ空調を開始す
るようにしてもよい。なお、押し込み充電開始の検出方法としては、充電時の電流値が小
さくなったことを電力供給部１８または充電器４２が検出することによって検出すること
が可能である。
【００４６】
　また、本実施の形態では、スケジュール充電とプレ空調を連動して行うことができるた
め、スケジュール充電とプレ空調を合わせたエネルギの最適化も可能となる。例えば、ス
ケジュール充電の最後の押し込み充電を完全に終了させてからプレ空調を行うと、冬季の
場合などではプレ空調時間が長すぎると逆に電池の温度が下がってしまい車両蓄電池３４
が不活性状態となり、車両蓄電池３４の効率が下がってしまう。このような場合には、押
し込み充電と併行してプレ空調を行う等の制御とすることにより、車両蓄電池３４の効率
が下がってしまうようなことを防止することができる。なお、このような最適化の演算に
ついては、住宅１４側の住宅ＥＣＵ１６で計算する。
【００４７】
　また、制御・操作部１９によってプレ空調を開始するためのトリガとして、複数のトリ
ガが設定された場合には、予め定めた優先順位に応じたトリガを利用してプレ空調を開始
してもよい。例えば、プレ空調開始スケジュールと、住宅の鍵の施錠または施錠準備と、
が設定された場合には、プレ空調開始スケジュールよりも住宅の鍵の施錠または施錠準備
によるプレ空調を優先する。あるいは、制御・操作部１９によってトリガの優先順位を設
定可能として、設定された優先順位に応じたトリガを利用してプレ空調を開始するように
してもよい。
【００４８】
　続いて、上述のように構成された本発明の実施の形態に係わるプレ空調システム１０で
行われる具体的な処理について説明する。図２は、本発明の実施の形態に係わるプレ空調
システム１０で行われる処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４９】
　まず、ステップ１００では、充電するためのケーブル３２が接続されたか否かが住宅Ｅ
ＣＵ１６によって判定される。該判定は、住宅１４側の電力供給部１８と自動車１２側の
電力変換機４０間にケーブル３２が接続されたか否かを判定し、該判定が否定された場合
には処理を終了して他の処理を実行し、肯定された場合にはステップ１０２へ移行する。
なお、ケーブル３２の接続の検出は、ケーブル３２の接続部にセンサを設けて検出するよ
うにしてもよい。
【００５０】
　ステップ１０２では、スケジュール充電及びプレ空調の設定を行うか否かが住宅ＥＣＵ
１６によって判定される。該判定は、制御・操作部１９が操作されてスケジュール充電及
びプレ空調を行う指示が行われたか否かが判定され、該判定が否定された場合にはステッ
プ１０４へ移行し、肯定された場合にはステップ１０６へ移行する。
【００５１】
　ステップ１０４では、スケジュール充電及びプレ空調をしないので、電力供給部１８か
らケーブル３２を介して自動車１２の電力変換機４０へ電力を供給することにより、直流
電力に変換されて充電器４２によってそのまま車両蓄電池３４の充電が開始される。なお
、本実施の形態では、ステップ１０２の判定が否定されると、直ぐに車両蓄電池３４を充
電するようにしたが、制御・操作部１９が操作されてスケジュール充電のみが予め設定さ
れている場合には、スケジュールに応じて車両用蓄電池の充電を行う処理を行い、プレ空
調のみが予め設定されている場合には設定されているスケジュールに応じてプレ空調を行
うようにしてもよい。
【００５２】
　一方、ステップ１０６では、出発時間の設定を行ってステップ１０８へ移行する。すな
わち、制御・操作部１９を操作することによって出発時間を設定する。なお、このとき、
利用者が制御・操作部１９を操作して、出発時間以外の車両蓄電池３４の充電に関する設
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定や、プレ空調に関する設定（例えば、後述するステップ１２２のスケジュール（設定さ
れた出発時間から求めたプレ空調開始時間）以外のトリガを利用してプレ空調を開始する
か否かの設定等）を行うようにしてもよい。
【００５３】
　ステップ１０８では、充電時間及びプレ空調時間が演算されてステップ１１０へ移行す
る。充電時間及びプレ空調時間の演算は、車両ＥＣＵ３８から車両蓄電池３４の残量を取
得して、充電に必要な電力量を算出して充電時間を演算すると共に、車両ＥＣＵ３８から
車室内の温度や外気温（外気温は、温度センサ２６から取得するようにしてもよい。）を
取得して予め定めた快適な車室温度になるまでの空調時間を算出する。
【００５４】
　ステップ１１０では、充電時間及びプレ空調時間が設定されてステップ１１２へ移行す
る。すなわち、出発時間、充電時間、及び空調時間に基づいて、出発までに充電が完了し
て車室内が快適な温度になるように、充電開始時間及びプレ空調開始時間を設定する。
【００５５】
　ステップ１１２では、現在時刻が取得されてステップ１１４へ移行する。現在時刻は、
例えば、住宅ＥＣＵ１６で計時するものとし、現在の時間を読み取ることによって行う。
【００５６】
　ステップ１１４では、充電開始時間になったか否かが住宅ＥＣＵ１６によって判定され
、該判定が否定された場合にはステップ１１２に戻って上述の処理が繰り返され、判定が
肯定されたところでステップ１１６へ移行する。
【００５７】
　ステップ１１６では、電力供給部１８から自動車１２の電力変換機４０へ電力の供給が
開始されることによって車両蓄電池３４の充電が開始される。すなわち、住宅１４の電力
供給部１８から供給される交流電力が電力変換機４０によって直流電力に変換されて充電
器４２に供給され、充電器４２によって車両蓄電池３４の充電が行われる。
【００５８】
　ステップ１１８では、充電量が読み取られてステップ１２０へ移行する。充電量の読取
りは、例えば、充電器４２が充電しながら車両蓄電池３４の状態（電圧や電流値等）を監
視することによって行われるようにしてもよいし、電流や電圧を監視するセンサを設ける
ようにしてもよい。
【００５９】
　ステップ１２０では、プレ空調に必要な電力になったか否かが判定される。該判定は、
例えば、車両蓄電池３４の蓄電量が、プレ空調を作動させるため必要な予め定めた所定値
になったか否かを判定したり、プレ空調時間から演算可能なプレ空調に必要な電力量を算
出して、車両蓄電池３４の蓄電量が算出した電力量になったか否かを判定し、該判定が否
定された場合にはステップ１１８に戻って上述の処理が繰り返され、判定が肯定されたと
ころで、ステップ１２２へ移行する。
【００６０】
　ステップ１２２では、スケジュール以外のプレ空調開始設定が行われているか否かが住
宅ＥＣＵ１６によって判定される。該判定は、制御・操作部１９が操作されて、設定され
た出発時間から求めたプレ空調開始時間以外のトリガを利用してプレ空調を開始する設定
が予め設定されているか否かを判定し、該判定が否定された場合にはステップ１２４へ移
行し、肯定された場合にはステップ１２６へ移行する。
【００６１】
　ステップ１２４では、プレ空調開始時間になったか否かが住宅ＥＣＵ１６によって判定
される。該判定は、ステップ１１０で設定されたプレ空調時間になったか否かを判定し、
該判定が肯定されるまで待機してステップ１２８へ移行する。
【００６２】
　一方、ステップ１２６では、プレ空調開始トリガがあるか否かが住宅ＥＣＵ１６によっ
て判定される。該判定は、例えば、施錠検知センサ２０によって玄関等の鍵の施錠が検知
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されたか否かや、外出準備検出手段２２によって外出準備が検出されたか否か、或いは施
錠準備が検出されたか否か等を判定し、該判定が肯定されるまで待機してステップ１２８
へ移行する。なお、プレ空調開始トリガがあるか否かの判定は、スケジュール以外のプレ
空調開始する複数のトリガのうち何れか１つを制御・操作部１９によって予め設定して設
定されたトリガが出力されたか否かを判定するようにしてもよいし、スケジュール以外の
複数のトリガを設定可能として、何れかのトリガが出力されたか否かを判定するようにし
てもよい。
【００６３】
　ステップ１２８では、プレ空調が開始されて一連の処理を終了する。すなわち、住宅Ｅ
ＣＵ１６が住宅通信部２４及び車両通信部４４を介して車両ＥＣＵ３８に対して空調装置
３６の作動開始を指示することにより、車両ＥＣＵ３８が空調装置３６を制御して車室内
の空調を開始する。これによって乗車前に事前に車室内を快適温度にすることができる。
【００６４】
　このように本実施の形態に係わるプレ空調システム１０では、自動車１２と住宅１４間
にケーブル３２が接続されると、充電スケジュールを求めてスケジュールに従って充電が
制御される。具体的には、図３に示すように、充電開始時間になったところでスケジュー
ル充電が開始され、蓄電量が所定値（例えば、９８％や９９％）になったところで押し込
み充電が行われた後に充電完了となる。このとき、プレ空調についてもスケジュールに従
って行う場合には、押し込み充電開始タイミングまたは充電完了のタイミングでプレ空調
を開始する。これによって乗車前にプレ空調を行って車室内を快適にすることができる。
【００６５】
　しかしながら、スケジュールに従ってプレ空調を行う場合、スケジュール通りに住人が
自動車を使用できない場合には、プレ空調時間が長くなってしまったり、プレ空調を開始
する前に乗車することになってしまう。
【００６６】
　そこで、本実施の形態では、スケジュール以外のトリガを利用してプレ空調を開始する
ことが可能とされている。すなわち、図３に示すように、施錠を検知した場合や外出準備
を検出した場合にプレ空調を開始するように制御する。これによって、出発時間の少し前
に充電及びプレ空調が完了し、乗車前にプレ空調を確実に行って車室内を快適することが
できる。
【００６７】
　また、本実施の形態では、車両蓄電池３４の蓄電量が所定値以上に達しない場合には、
ステップ１２０の判定が否定されて以降の処理へ移行しないので、プレ空調の開始が禁止
されることになる。換言すれば、車両蓄電池３４の充電量が所定値以上に達したときから
プレ空調が開始されるので、充電量不足でプレ空調が開始できないようなことを防止する
ことができ、確実にプレ空調を実行することができる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、図２のフローチャートで示すように、通常、充電の方がプレ
空調より時間がかかるため、充電開始時間にになったか否かを先に判定するようにしてい
るが、帰宅時の車両蓄電池３４の残量によってはプレ空調に必要な電力量に達しているこ
とも考えられないこともないので、プレ空調に必要な電力量に達しているか否か及びプレ
空調開始時間になったか否かを先に判定するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　　　　１０　　プレ空調システム
　　　　１２　　自動車
　　　　１４　　住宅
　　　　１６　　住宅ＥＣＵ
　　　　１８　　電力供給部
　　　　１９　　制御・操作部
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　　　　２０　　施錠検知センサ
　　　　２２　　外出準備検出手段
　　　　２４　　住宅通信部
　　　　３２　　ケーブル
　　　　３４　　車両蓄電池
　　　　３６　　空調装置
　　　　３８　　車両ＥＣＵ
　　　　４２　　充電器
　　　　４４　　車両通信部

【図１】 【図２】
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【図３】
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